
事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針 

（平成 28 年厚生労働省告示第 318 号） 

（改正 令和８年厚生労働省告示第 11 号） 

 

第１ 趣旨 

この指針は、会社等（会社法（平成十七年法律第八十六号）第二条第一号の

会社その他事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。以下同じ。）が、

事業譲渡又は同法第五編第二章及び第五章の規定による合併（吸収合併又は新

設合併をいう。以下同じ。）を行うに当たり、事業譲渡における労働契約の承

継に必要な労働者の承諾の実質性を担保し、併せて、労働者及び使用者との間

での納得性を高めること等により、事業譲渡及び合併の円滑な実施及び労働者

の保護に資するよう、会社等が留意すべき事項について定めたものである。 

 

第２ 事業譲渡に当たって留意すべき事項 

１ 労働者との手続等に関する事項 

(1) 労働契約の承継に関する基本原則 

事業譲渡における権利義務の承継の性質は、個別の債権者の同意を必

要とするいわゆる特定承継であるため、事業譲渡を行う会社等（以下「譲

渡会社等」という。）は、労働契約の承継を予定している労働者（以下「承

継予定労働者」という。）と譲渡会社等との間で締結している労働契約を、

当該事業を譲り受ける会社等（以下「譲受会社等」という。）に承継させ

る場合には、承継予定労働者から、個別の承諾（民法（明治二十九年法律

第八十九号）第六百二十五条第一項の規定に基づく承諾をいう。以下同

じ。）を得る必要があること。 

(2) 承継予定労働者から承諾を得る際に留意すべき事項 

承継予定労働者から労働契約の承継の承諾を得るに当たっては、以下

のことに留意すべきであること。 

イ 承継予定労働者との事前の協議等 

譲渡会社等は、承継予定労働者から承諾を得るに当たっては、真意に

よる承諾を得られるよう、承継予定労働者に対し、事業譲渡に関する全

体の状況（譲渡会社等及び譲受会社等の債務の履行の見込みに関する

事項を含む。）、承継予定労働者が勤務することとなる譲受会社等の概

要及び労働条件（従事することを予定する業務の内容及び就業場所そ

の他の就業形態等を含む。）等について十分に説明し、承諾に向けた協

議を行うことが適当であること。 

特に譲渡会社等が、承継予定労働者の労働契約に関し、その労働条件

を変更して譲受会社等に承継させる場合には、承継予定労働者から当

該変更についての同意を得る必要があること。 

ロ 協議に当たっての代理人の選定 

労働者が個別に民法の規定により労働組合をイの協議の全部又は一



部に係る代理人として選定した場合は、譲渡会社等は、当該労働組合と

誠実に協議をするものとされていること。 

ハ 労働組合法上の団体交渉権との関係 

事業譲渡に伴う労働者の労働条件等に関する労働組合法（昭和二十

四年法律第百七十四号）第六条の団体交渉の対象事項については、譲渡

会社等は、イの協議が行われていることをもって労働組合による当該

事業譲渡に係る適法な団体交渉の申入れを拒否できないものであるこ

と。 

また、当該対象事項に係る団体交渉の申入れがあった場合には、譲渡

会社等は、当該労働組合と誠意をもって交渉に当たらなければならな

いものとされていること。 

ニ 協議開始時期 

譲渡会社等は、承継予定労働者から真意による承諾を得るまでに十

分な協議ができるよう、時間的余裕をみてイの協議を行うことが適当

であること。 

ホ 労働者への情報提供に関して留意すべき事項 

譲渡会社等が意図的に虚偽の情報を提供すること等により、承継予

定労働者から承諾を得た場合には、承継予定労働者によって民法第九

十六条第一項の規定に基づく意思表示の取消しがなされ得ること。 

(3) 解雇に関して留意すべき事項 

承継予定労働者が譲受会社等に当該承継予定労働者の労働契約を承継

させることについて承諾をしなかったことのみを理由とする解雇等客観

的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合に

該当する解雇は、労働契約法（平成十九年法律第百二十八号）第十六条の

規定に基づき、その権利を濫用したものとして認められないものである

ことに留意すべきであること。 

事業譲渡を理由とする解雇についても、整理解雇に関する判例法理の

適用があり、承継予定労働者がそれまで従事していた事業を譲渡するこ

とのみを理由とする解雇等客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相

当であると認められない場合に該当する解雇は、労働契約法第十六条の

規定により、その権利を濫用したものとして認められないものであるこ

とに留意すべきであること。 

こうした場合には、譲渡会社等は、承継予定労働者を譲渡する事業部門

以外の事業部門に配置転換を行う等、当該労働者との雇用関係を維持す

るための相応の措置を講ずる必要があることに留意すべきであること。 

(4) その他の留意すべき事項 

譲渡会社等又は譲受会社等は、承継予定労働者の選定を行うに際し、労

働組合の組合員に対する不利益な取扱い等の不当労働行為その他の法律

に違反する取扱いを行ってはならないこと。 

また、事業譲渡時の労働契約の承継の有無や労働条件の変更に関する



裁判例においても、労働契約の承継についての黙示の合意の認定、いわゆ

る法人格否認の法理及びいわゆる公序良俗違反の法理等を用いて、個別

の事案に即して、承継から排除された労働者の承継を認める等の救済が

なされていることに留意すべきであること。 

２ 労働組合等との手続等に関する事項 

譲渡会社等は、その雇用する労働者の理解と協力を得るため、次の事項

に留意すべきであること。 

(1) 労働組合等との協議等に関して留意すべき事項 

イ 労働組合等との事前の協議等 

譲渡会社等は、事業譲渡に当たり、労働者の過半数で組織する労働組

合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労

働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との協議そ

の他これに準ずる方法によって、その雇用する労働者の理解と協力を

得るよう努めることが適当であること。 

「その他これに準ずる方法」としては、名称のいかんを問わず、労働

者の理解と協力を得るために、労使対等の立場に立ち誠意をもって協

議が行われることが確保される場において協議することが含まれるも

のであること。 

ロ 対象事項 

譲渡会社等がその雇用する労働者の理解と協力を得るよう努める事

項としては、事業譲渡を行う背景及び理由、譲渡会社等及び譲受会社等

の債務の履行の見込みに関する事項、承継予定労働者の範囲及び労働

協約の承継に関する事項等が考えられること。 

ハ 労働組合法上の団体交渉権との関係 

事業譲渡に伴う労働者の労働条件等に関する労働組合法第六条の団

体交渉の対象事項については、譲渡会社等は、イの協議等が行われてい

ることをもって労働組合による当該事業譲渡に係る適法な団体交渉の

申入れを拒否できないものであること。 

また、当該対象事項に係る団体交渉の申入れがあった場合には、譲渡

会社等は、当該労働組合と誠意をもって交渉に当たらなければならな

いものとされていること。 

ニ 開始時期等 

イの協議等は、遅くとも１の(2)のイに規定する承継予定労働者との

協議の開始までに開始され、その後も必要に応じて適宜行われること

が適当であること。 

(2) 団体交渉に関して留意すべき事項 

労働組合は、使用者との間で団体交渉を行う権利を有するが、団体交渉

に応ずべき使用者の判断に当たっては、最高裁判所の判例において、「一

般に使用者とは労働契約上の雇用主をいうものである」が、雇用主以外の

事業主であっても、「その労働者の基本的な労働条件等について雇用主と



部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定するこ

とができる地位にある場合には、その限りにおいて」使用者に当たると解

されていること等これまでの裁判例等の蓄積があることに留意すべきで

あること。 

また、譲受会社等が、団体交渉の申入れの時点から「近接した時期」に

譲渡会社等の労働組合の「組合員らを引き続き雇用する可能性が現実的

かつ具体的に存する」場合であれば、事業譲渡前であっても労働組合法上

の使用者に該当するとされた命令があることにも留意すべきであること。 

３ 企業価値担保権に関する事項 

(1) 管財人が行うべき事項等 

事業性融資の推進等に関する法律（令和六年法律第五十二号。以下「事

業性融資推進法」という。）第百九条第一項の規定により選任された管財

人（以下「管財人」という。）は、その職務を行うに当たっては、事業性

融資推進法第百二十二条の規定に基づき、労働組合等に対し、債務者の使

用人その他の従業者（以下この３において「労働者」という。）の権利の

行使に必要な情報を提供するよう努めるとともに、次の事項を踏まえて

対応することが適当と考えられるものであること。 

イ 管財人に関する基本的な考え方 

管財人は、企業価値担保権の実行手続開始の決定と同時に、裁判所に

よって選任され、裁判所が監督するものであること。 

また、管財人は、企業価値担保権者のみならず労働者も含めた利害関

係人に対して、善良な管理者の注意をもってその職務を行わなければ

ならず、買受人の選定が労働者の保護の見地から不適当であり、その注

意を怠ったときは、労働者、労働組合等を含む利害関係人は裁判所に管

財人の解任を請求できることとなることや、利害関係人に対し、連帯し

て損害を賠償する義務を負うこと。 

さらに、企業価値担保権の実行手続における管財人は、労働組合法上

の使用者の地位を承継すると解され、労働組合から、その権限に関する

事項に係る団体交渉の申入れがあった場合には、当該労働組合と誠意

をもって交渉に当たらなければならないものとされていること。 

ロ 企業価値担保権の実行に関する事項 

個々の労働者に対して、労働者の団体交渉その他の権利の行使に必

要な情報を提供すること。管財人が、労働組合等及び個々の労働者に対

して情報提供を行うに当たっては、１の⑵のイに規定する事項に加え

て、分割会社及び承継会社等が講ずべき当該分割会社が締結している

労働契約及び労働協約の承継に関する措置の適切な実施を図るための

指針（平成十二年労働省告示第百二十七号）第２の４に規定する事項を

参考にすること。 

ハ 企業価値担保権の担保目的財産の換価としての事業譲渡に関する事

項等 



企業価値担保権の実行における事業譲渡を行うに当たり、１の⑵及

び２の⑴に規定する労働者、労働組合等との協議等を行うこと。 

なお、この３の情報提供等は、企業価値担保権の実行手続開始決定後、

必要に応じて適宜行われること。事業性融資推進法第百五十七条第一

項の規定による営業又は事業の譲渡については、事業を解体せず雇用

を維持しつつ承継することが原則であること。譲受会社等の選定及び

担保目的財産の換価に際しては、裁判所の許可を受ける必要があり、管

財人には、事業譲渡の金額の多寡のみを問題にするのではなく、雇用の

維持や取引関係の維持、その他多様な事情を考慮して最も適切な承継

先を選定することが求められること。 

(2) 会社が行うことが望ましい事項 

会社（会社法第二条第一号に規定する会社をいう。以下この⑵において

同じ。）は、企業価値担保権を設定する場合においては、会社が置かれて

いる環境や経営課題等について、会社の状況に応じて労働者と意見交換

を行い、労働者、労働組合等の意見も踏まえながら、労働組合等に対する

情報提供等の促進に向けて取り組むこと。 

(3) 企業価値担保権者や特定被担保債権者に関する基本的な考え方 

企業価値担保権者や事業性融資推進法第六条第六項に規定する特定被

担保債権者が、「基本的な労働条件等について、雇用主と部分的とはいえ

同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができる地位

にある」場合や、団体交渉の申入れの時点から「近接した時期」に譲渡会

社等の労働組合の「組合員らを引き続き雇用する可能性が現実的かつ具

体的に存する」場合等には、労働組合法上の使用者性を有する可能性があ

ることに、留意が必要であること。 

 

第３ 合併に当たって留意すべき事項 

合併における権利義務の承継の性質は、いわゆる包括承継であるため、合併

により消滅する会社等との間で締結している労働者の労働契約は、合併後存続

する会社等又は合併により設立される会社等に包括的に承継されるものであ

ること。このため、労働契約の内容である労働条件についても、そのまま維持

されるものであること。 


